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令和２年第２回牛久市議会定例会会期日程 

 

日 次 月   日 曜 開 議 時 刻 摘        要 

第１日 ６月４日 木 午前１０時 

○開   会 

○議席の一部変更の件 

○会議録署名議員の指名 

○諸般の報告 

○会期の決定 

○議 案 上 程 （４５号～５５号） 

○提案者説明 

○議 案 上 程 （５６号～６８号） 

○提案者説明 

○質   疑 

○討   論 

○採   決 

○意見書案上程 （４号） 

○提案者説明 

○休 会 の 件 

○散   会 

第２日 ６月５日 金 休   会 ○議 案 調 査 

第３日 ６月６日 土 休   会  

第４日 ６月７日 日 休   会  

第５日 ６月８日 月 午前１０時 

○開 議 

○一 般 質 問 

○延 会 



 

第６日 ６月９日 火 午前１０時 

○開 議 

○一 般 質 問 

○休 会 の 件 

○散   会 

第７日 ６月１０日 水 休   会  

第８日 ６月１１日 木 午前１０時 

○開 議 

○議 案 上 程 （４５号～５５号） 

○意見書案上程 （４号） 

○質 疑 

○委員会付託 

○休 会 の 件 

○散 会 

第９日 ６月１２日 金 休   会 ○総務常任委員会 

第10日 ６月１３日 土 休   会  

第11日 ６月１４日 日 休   会  

第12日 ６月１５日 月 休   会 ○教育民生常任委員会 

第13日 ６月１６日 火 休   会 ○産業建設常任委員会 

第14日 ６月１７日 水 休   会 ○議 事 整 理 



 

第15日 ６月１８日 木 午前１０時 

○開 議 

○議 案 上 程 （４５号～５５号） 

○意見書案上程 （４号） 

○請 願 上 程 （３号、４号、令和元年２  

 号） 

○各委員長報告 

○委員長に対する質疑 

○討   論 

○採   決 

○稲敷地方広域市町村圏事務組合議会議員補 

 欠選挙 

○閉会中の事務調査の件 

○閉   会 



 

令和２年第２回牛久市議会定例会 

 

議事日程第１号 

    令和２年６月４日（木）午前１０時開会 

 日程第 １．議席の一部変更について 

 日程第 ２．会議録署名議員の指名 

 日程第 ３．会期の決定 

 日程第 ４．議案第４５号 牛久市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例について 

 日程第 ５．議案第４６号 牛久市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ６．議案第４７号 牛久市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 日程第 ７．議案第４８号 牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ８．議案第４９号 牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ９．議案第５０号 牛久市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第１０．議案第５１号 令和２年度牛久市一般会計補正予算（第２号） 

 日程第１１．議案第５２号 令和２年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号） 

 日程第１２．議案第５３号 あっせんの申立てについて 

 日程第１３．議案第５４号 損害賠償の額を定めることについて 

 日程第１４．議案第５５号 物品購入契約の締結について 

 日程第１５．議案第５６号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第１６．議案第５７号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第１７．議案第５８号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第１８．議案第５９号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第１９．議案第６０号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第２０．議案第６１号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第２１．議案第６２号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第２２．議案第６３号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第２３．議案第６４号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第２４．議案第６５号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第２５．議案第６６号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第２６．議案第６７号 牛久市農業委員会委員の任命について 



 

 日程第２７．議案第６８号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第２８．意見書案第４号 新型コロナウイルス感染による深刻な経済状況から脱出する 

               ために、国に緊急な経済対策を求める意見書の提出について 

 日程第２９．休会の件 



 

午前１０時０４分開会 

○議長（石原幸雄君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２０名であります。定足数に達しておりますので、令和２年第２回牛

久市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 議事に入るに先立ち、謹んで御報告申し上げます。 

 市議会議員板倉 香君は、去る５月２４日、病のため御逝去されました。誠に痛恨の極みで

あります。ここに謹んで哀悼の意を捧げるものであります。 

 同君に対しましては、本議会を代表し、私が弔辞を述べ、深甚なる弔意を表しておきました。 

 この際、板倉 香君に弔意を表するため、市川圭一君より発言を求められておりますので、

これを許します。市川圭一君。 

○１９番（市川圭一君） 皆さん、おはようございます。 

 去る５月２４日、板倉 香議員には、享年６９歳にて、その生涯を閉じられました。 

 板倉 香議員の御逝去を謹み、同期議員であります私が、市議会を代表いたしまして、ここ

に謹んで哀悼の意を捧げます。 

 本日ここに、令和２年第２回定例会が開催されるに当たり、その冒頭に、板倉 香議員の追

悼の言葉を述べるようになろうとは、夢だとも思ってはおりませんでした。 

 顧みますと、板倉 香議員は、平成１５年牛久市議会議員に当選され、４期１３年にわたり

市政の枢機に参画し、その間、第２０代牛久市議会議長、数々の要職を歴任し、地方自治発展

のために貢献なされました。 

 板倉 香議員の多年にわたる社会奉仕の精神と市政に残された数々の功績は、永く後輩の敬

慕するところであります。 

 とわのお別れに当たり、ここに改めて深く敬意を捧げる次第であります。 

 追慕と哀惜の情、切なるものがありますが、ここに改めて御生前の数々の功績をしのびつつ、

板倉 香議員の御冥福を心からお祈りいたしまして、追悼の言葉といたします。 

○議長（石原幸雄君） ここで、板倉 香君の御功績をしのび、黙禱をささげたいと存じます。 

 全員御起立をお願いいたします。 

 黙禱を始めます。 

      〔黙  禱〕 

 黙禱を終わります。 

 御着席ください。 

 日程第１、議席の一部変更についてを議題といたします。 



 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議席の一部変更について 

 

○議長（石原幸雄君） 会派新政会の議員が１名増えたために変更するものであります。 

 会議規則第４条第３項の規定により、議席の一部を変更いたします。 

 守屋常雄君を１７番に、３列目の新政会を１席順送りとそれぞれ変更いたします。 

 変更した議席は、お手元に配付の議席表のとおりであります。その議席番号及び氏名を職員

に朗読いたさせます。 

○庶務議事課長（野島貴夫君） それでは、変更後の議席番号、氏名を読み上げます。 

 １７番、守屋議員、１８番、諸橋議員、１９番、市川議員、以上です。 

○議長（石原幸雄君） お諮りいたします。ただいま朗読したとおり、議席の一部を変更する

ことに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 御異議なしと認めます。ただいま朗読したとおり、議席の一部を変更

することに決定いたしました。 

 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会議録署名議員の指名 

 

○議長（石原幸雄君） 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１９番市川圭一

君、２１番遠藤憲子君をそれぞれ指名いたします。 

 次に、この際、諸般の報告をいたします。 

 今期定例会に提出のあった案件は、市長提出議案第４５号ないし議案第６８号の２４件、意

見書案第４号の１件、請願第３号及び請願第４号の２件、陳情第１号の１件であります。 

 なお、今期定例会において本日までに受理した請願は、お手元に配付のとおり所管の常任委

員会に付託いたしましたから、報告をいたします。 

 また、陳情第１号の１件につきましては、内容を十分検討の上、考慮されますようお願いい

たします。 

 次に、市長から地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告第２号令和元年度牛久

市繰越明許費繰越計算について、地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、報告第３

号令和元年度牛久市事故繰越し繰越計算について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に

より、報告第４号出資法人に関する経営状況について、地方自治法第２４３条の３第２項の規



 

定により、報告第５号出資法人に関する経営状況について、地方自治法第１８０条第１項の規

定により、報告第６号専決処分の報告について５件の提出がありましたので、その写しをもっ

て報告済みといたします。 

 次に、去る令和２年第１回定例会において可決されました児童虐待防止対策の推進を求める

意見書、新型コロナウイルス感染症対策の充実を求める意見書の２件につきましては、内閣総

理大臣をはじめ関係機関へ、去る令和２年第１回臨時会において可決されました新型コロナウ

イルスの感染に係わる茨城県に対する意見書の１件につきましては、茨城県知事をはじめ関係

機関へそれぞれ提出いたしましたので、報告をいたします。 

 次に、今期定例会に説明員として地方自治法第１２１条の規定により出席した者は、お手元

に配付した名簿のとおりであります。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に、日程第３、会期の決定についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会期の決定について 

 

○議長（石原幸雄君） お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日より６月１８日までの

１５日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から６月１８日までの１

５日間と決定いたしました。 

 次に、日程第４、議案第４５号ないし日程第１４、議案第５５号の１１件を一括議題といた

します。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第４５号 牛久市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例について 

 議案第４６号 牛久市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

 議案第４７号 牛久市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第４８号 牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 議案第４９号 牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 議案第５０号 牛久市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 議案第５１号 令和２年度牛久市一般会計補正予算（第２号） 

 議案第５２号 令和２年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第５３号 あっせんの申立てについて 



 

 議案第５４号 損害賠償の額を定めることについて 

 議案第５５号 物品購入契約の締結について 

 

○議長（石原幸雄君） 提案者に提案理由の説明を求めます。市長根本洋治君。 

      〔市長根本洋治君登壇〕 

○市長（根本洋治君） おはようございます。 

 本日、令和２年第２回牛久市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれまし

ては御出席を賜り、ここに開会できることを感謝申し上げます。 

 議案の説明に入る前に、一言皆さんにお願いを申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症対策の今後の対応として、牛久市では、感染拡大防止対策、子育

て支援、学校休校対応支援や地域経済対策に関して、現在、事業の緊急性、必要性などを精査

し、そして整えつつあります。新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金の活用

も考慮し、本定例会におきまして、追加補正予算の上程を予定しております。よろしくお願い

申し上げます。 

 それでは、本定例会に提出いたしました議案について御説明いたします。 

 今定例会に提出いたしました議案は条例の制定及び改正、補正予算、あっせんの申立て、損

害賠償の額を定めること、また物品購入契約の締結、人事案件など全部で２４件でございます。 

 それでは、人事案件を除く議案につきまして、御説明申し上げます。 

 議案第４５号は、牛久市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例についてでございます。

本件は、地方自治法の改正に伴い、市長等に対する損害賠償責任について、その職務を行うに

つき善意でかつ重大な過失がないときに、職責その他の事情を考慮して国が定める基準額を求

償上限額として定めるものでございます。 

 議案第４６号は、牛久市手数料徴収条例の一部を改正する条例でございます。本件は、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、通知カー

ドが廃止となるため、再交付手数料の規定を削除するものでございます。 

 議案第４７号は、牛久市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例であります。本

件は、後期高齢者であって被用者である者が、新型コロナウイルス感染症に係る療養のため労

務に服することができなくなった際に、茨城県後期高齢者医療広域連合が支給する傷病手当金

に関わる事務を当市において行うことができるよう改正するものでございます。 

 議案第４８号は、牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例でございます。本件は、国

民健康保険の被保険者であって、そして新型コロナウイルス感染症に係る療養をしたことによ

り給与等の収入が減少した被用者に対して、任意給付として傷病手当金を支給するための改正



 

でございます。 

 議案第４９号は、牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。本件は、

高齢者の医療費の増加に伴う保険税の負担に係る公平性の確保を図るため、基礎課税分の賦課

限度額を２万円、介護納付金分の賦課限度額を１万円引き上げるとともに、軽減判定所得の基

準を引き上げ、低所得者に対する保険税軽減措置の拡充を図るため、及び低未利用土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例を創設し、譲渡に係る金額を所得割額の算定基礎

に含めるため改正するものでございます。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対して、国民健康保険税の減免を実

施するための所要の改正をするものでございます｡ 

 議案第５０号は、牛久市介護保険条例の一部を改正する条例でございます。本件は、介護保

険法施行令の改正に伴い、６５歳以上の第１号被保険者の住民税非課税世帯のうち、特に所得

の低い第１所得段階から第３所得段階までを対象とし、介護保険料の軽減措置を実施するため

改正するものでございます。 

 減額となる介護保険料については約４，７００万円と試算しております。費用負担は、国が

２分の１、県が４分の１、市が４分の１となり、市の負担額は１，１７５万円を予定しており

ます。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したこと等による介護保険料の

減免を実施するために改正するもので、減免に要する費用に対して、国から特別調整交付金に

よる財政支援が行われる予定です。 

 議案第５１号は、令和２年度牛久市一般会計補正予算（第２号）でありまして、既定の予算

額に３，８４６万２，０００円を追加し、予算の総額を３５８億４，７８４万円とするもので、

歳入歳出予算及び債務負担行為について補正するものであります。 

 第１表の歳入歳出予算のうち、歳入といたしましては、分担金及び負担金と諸収入は、新型

コロナウイルス感染症対策に伴う保育園等の登園自粛の延長要請を受け、休園した保護者に対

する保育料及び給食費の還付による減額であります。 

 国庫支出金は、小中学校臨時休校における給食食材のキャンセルに対する国庫補助金の計上

であり、県支出金は、予防接種健康被害救済制度に基づく障害年金の支給に対する県補助金の

計上であります。 

 繰入金につきましては、今回の補正予算調製に伴い、不足する財源を財政調整基金から繰り

入れるものであります。 

 次に、歳出といたしましては、総務費の総務管理費は、コミュニティバスかっぱ号の新型コ

ロナウイルス感染症対策による消毒用アルコール液購入費の計上、民生費の児童福祉費は、新



 

型コロナウイルス感染症対策に伴う保育園等の登園自粛の延長要請による認定こども園への保

育料還付による運営負担金の増額及び民間保育園の給食費還付に対する補助の増額計上であり

ます。 

 衛生費の保健衛生費は、予防接種健康被害救済制度に基づき支給する障害年金の計上であり

ます。 

 教育費の小学校費及び中学校費では、全ての児童生徒へ順次配備する予定であったタブレッ

トＰＣについて、令和２年度の国庫補助金の前倒しにより全台数を整備するための増額計上で

あり、保健体育費は、小中学校臨時休校における給食食材のキャンセルに対する補助の計上で

あります。 

 第２表の債務負担行為は、ＧＩＧＡスクールＩＣＴ賃貸借について、令和３年度から令和７

年度まで、タブレットの借り上げを行うため、新たに設定するものでございます。 

 議案第５２号は、令和２年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）でありま

して、既定の予算額に３７６万９，０００円を追加し、予算の総額を７９億１，２７６万９，

０００円とするもので、歳入歳出予算について補正するものであります。 

 第１表の歳入歳出予算は、新型コロナウイルス感染症対策傷病手当に対する特別調整交付金

及び傷病手当の計上でございます。 

 議案第５３号は、あっせんの申立てについてでございまして、本件は、平成２３年３月に発

生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により発生した放射能物質に対し、牛久

市が行った対策に要した費用のうち、東京電力ホールディングス株式会社が支払いに応じてい

ない損害賠償について、原子力損害賠償紛争解決センターにあっせんを申し立てるに当たり、

地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第５４号は、損害賠償の額を定めることについてでございまして、本件は、平成３０年

５月９日午前８時１２分頃、牛久市奥原町３６７５番地６付近の交差点において、総務部管財

課車両管理室職員の運転する牛久市総合福祉センター巡回バスが、進行方向道路が冠水してい

たため方向転換しようと転回を行ったところ、乗車中の利用者が転回により転倒し負傷した事

故について、当事者と示談し、損害賠償の額を定めるものでございます。 

 議案第５５号は、物品購入契約の締結でございまして、本件は、牛久市消防団第１分団、上

町分団、第６分団、新地分団及び第１１分団大中分団にそれぞれ配置している消防車両の老朽

化に伴い、各車両を更新するため、小型動力消防ポンプ付積載車１台及び小型動力消防ポンプ

付軽四輪駆動消防車２台を購入するものでございまして、去る５月１３日に指名競争入札を執

行し、株式会社土浦消防センターが２，０８４万２，２６９円で落札したものであります。 

 以上が、条例の制定及び改正、補正予算、あっせんの申立て、損害賠償の額を定めること、



 

物品購入契約の締結の概要でございますが、詳細につきましては、お手元の議案書等により御

審議の上、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（石原幸雄君） 以上で市長の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第１５、議案第５６号ないし日程第２７、議案第６８号の１３件を一括議題とい

たします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第５６号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第５７号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第５８号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第５９号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第６０号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第６１号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第６２号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第６３号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第６４号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第６５号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第６６号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第６７号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第６８号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 

○議長（石原幸雄君） 提案者に提案理由の説明を求めます。市長根本洋治君。 

      〔市長根本洋治君登壇〕 

○市長（根本洋治君） 議案第５６号から議案第６８号までの牛久市農業委員会委員の任命に

ついてでございまして、本件は、現牛久市農業委員会委員の任期が本年７月１９日をもって満

了となることから、後任の牛久市農業委員会委員として山越康義氏、中山みつい氏、川村隆一

氏、板倉 宏氏、平沢克人氏、坪井隆典氏、塚﨑光子氏、花島常雄氏、藤田文男氏、吉田 功

氏、飯田光夫氏、中島 勉氏及び村松昇平氏を任命しようとするものでございます。 

 各位は、識見、人格ともに優れた方々であり、牛久市の農業委員会業務を担う適任者である

と確信し、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求めるもので

ございます。 

 なお、今回の任命による各位の任期は、令和５年７月１９日までとなりますので、何とぞ御

同意のほど、よろしくお願い申し上げます。 



 

○議長（石原幸雄君） 以上で、市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより、議案第５６号ないし議案第６８号の１３件について、順次質疑を許します。 

 初めに、議案５６号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第５６号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第５７号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第５７号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第５８号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第５８号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第５９号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第５９号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６０号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６０号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６１号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６１号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６２号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６２号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６３号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６３号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６４号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６４号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６５号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６５号についての質疑を終結いたします。 



 

 次に、議案第６６号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６６号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６７号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６７号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６８号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６８号についての質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議案となっております議案第５６号ないし議案第６８号の１３

件については、会議規則第３７条第３項の規定により、常任委員会付託を省略いたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 御異議なしと認めます。よって、議案第５６号ないし議案第６８号の

１３件については、常任委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これより、討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で討論を終結いたします。 

 これより、議案第５６号ないし議案第６８号の１３件について、順次採決をいたします。 

 初めに、議案第５６号、牛久市農業委員会委員の任命について、本案は、これに同意するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、本案は、これに同意することに決しま

した。 

 次に、議案第５７号、牛久市農業委員会委員の任命について、本案は、これに同意すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、本案は、これに同意することに決しま

した。 



 

 次に、議案第５８号、牛久市農業委員会委員の任命について、本案は、これに同意すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、本案は、これに同意することに決しま

した。 

 次に、議案第５９号、牛久市農業委員会委員の任命について、本案は、これに同意すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、本案は、これに同意することに決しま

した。 

 次に、議案第６０号、牛久市農業委員会委員の任命について、本案は、これに同意すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、本案は、これに同意することに決しま

した。 

 次に、議案第６１号、牛久市農業委員会委員の任命について、本案は、これに同意すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、本案は、これに同意することに決しま

した。 

 次に、議案第６２号、牛久市農業委員会委員の任命について、本案は、これに同意すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、本案は、これに同意することに決しま

した。 

 次に、議案第６３号、牛久市農業委員会委員の任命について、本案は、これに同意すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、本案は、これに同意することに決しま

した。 

 次に、議案第６４号、牛久市農業委員会委員の任命について、本案は、これに同意すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 



 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、本案は、これに同意することに決しま

した。 

 次に、議案第６５号、牛久市農業委員会委員の任命について、本案は、これに同意すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、本案は、これに同意することに決しま

した。 

 次に、議案第６６号、牛久市農業委員会委員の任命について、本案は、これに同意すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、本案は、これに同意することに決しま

した。 

 次に、議案第６７号、牛久市農業委員会委員の任命について、本案は、これに同意すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、本案は、これに同意することに決しま

した。 

 次に、議案第６８号、牛久市農業委員会委員の任命について、本案は、これに同意すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、本案は、これに同意することに決しま

した。 

 ここで、自席にて暫時休憩をいたします。 

                午前１０時３６分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午前１０時３８分開議 

○議長（石原幸雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、日程第２８、意見書案第４号を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 意見書案第４号 新型コロナウイルス感染による深刻な経済状況から脱出するために、国に 

         緊急な経済対策を求める意見書の提出について 



 

 

○議長（石原幸雄君） 提案者に提案理由の説明を求めます。１４番杉森弘之君。 

      〔１４番杉森弘之君登壇〕 

○１４番（杉森弘之君） 意見書案を読み上げまして、提案説明とさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染による深刻な経済状況から脱出するために、国に緊急な経済対策を

求める意見書（案）。 

 ５月２５日に緊急事態宣言が解除されたが、第２波、第３波のパンデミック襲来に対し、よ

り十全な備えが求められている。他方で、感染対策・外出自粛等の中で、事業者の経済活動は

深刻な打撃を受け、とりわけ中小企業の事業継続や雇用維持には、事業者に対する国等の経済

施策が必要不可欠となっている。 

 国においては、すでに新型コロナウイルス感染対策に係る経済施策が種々取り組まれている

ところであるが、施策が遅い、手続が煩瑣で給付までに時間がかかりすぎる、金額が低い等、

切実な声が聞かれる。現在の施策、手続、金額等の不十分な状況を一刻も早く改善することが

求められている。 

 そこで、国においては、緊急な経済対策として、以下の事項について早急に取り組まれるよ

う、強く要請するものである。 

記 

一、持続化給付金は、申請から給付までを１週間程度に短縮し、上限額を倍増すること。 

二、雇用保険制度の特例として、中小企業の立替え負担をなくし、労働者の雇用と賃金を守る

ために、１か月未満雇用の人を除く中小企業の全労働者を対象に、特例期間を９月末までと

し、月額３３万円を上限に賃金の８割を給付し、企業が休業証明を出し、ハローワークに申

請して、労働者が直接給付金を受ける制度を設けること。 

三、事業所家賃補助として、対前年度比３０％以上減の中小企業を対象に、補助率８０％、上

限５０万円、期間は遡って４月分から６か月間給付すること。 

四、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、地方自治体のコロナ対策を一層支

援強化するために、５兆円に増額すること。 

五、消費税は、支払い猶予と共に、消費税そのものを再検討すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 以上です。 

○議長（石原幸雄君） 以上で１４番杉森弘之君の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第２９、休会の件を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 



 

 休会の件 

 

○議長（石原幸雄君） 明日５日ないし７日は、議案調査及び土日のため休会といたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 御異議なしと認めます。よって、明日５日ないし７日は休会とするこ

とに決定いたしました。 

 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

                午前１０時４４分散会 

 


